
液
状
化
対
策

　

市
で
は
、
再
度
の
大
地
震
時
に

お
け
る
液
状
化
に
よ
る
被
害
を
軽

減
す
る
た
め
、
道
路
な
ど
の
公
共

会
を
、
佐
原
中
央
公
民
館
と
小
見

川
ス
ポ
ー
ツ
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ

ン
タ
ー
で
開
催
し
、
計
36
人
の
参

加
が
あ
り
ま
し
た
。

■
説
明
内
容

○
地
盤
液
状
化
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

○
液
状
化
対
策
工
法
（
代
表
的
な

工
法
を
2
例
）

地
下
水
位
低
下
工
法
…
地
中
に
集

水
管
を
埋
設
し
て
排
水
す
る
工

法
。
地
盤
沈
下
に
注
意
が
必
要
。

格
子
状
地
中
壁
工
法
…
地
盤
を
格

子
状
に
囲
む
工
法
。
地
下
水
位
低

下
工
法
よ
り
費
用
が
か
か
る
。

○
液
状
化
対
策
の
検
討
方
法

　

現
地
盤
と
対
策
後
の
想
定
地
盤

の
液
状
化
判
定
結
果
を
比
較
し
て

効
果
を
確
認
。
現
在
、
現
地
盤
の

地
質
デ
ー
タ
を
集
め
る
た
め
に

ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
を
実
施
中
。

○
現
地
建
物
被
害
調
査
（
聞
き
取

り
に
よ
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
）　

調
査
件
数　

2
8
1
件

　

液
状
化
対
策
事
業
は
、
ま
だ
半

数
が
知
ら
な
い
状
況
。
ま
た
、
液

状
化
対
策
の
実
施
を
半
数
以
上
が

望
ん
で
い
る
が
、
個
人
負
担
を
懸

念
し
て
い
る
。

○
今
後
、
モ
デ
ル
地
区
を
設
定
し

て
検
討

　

地
質
調
査
が
完
了
後
、
ど
の
工

法
が
適
し
て
い
る
の
か
、
個
人
負

担
は
ど
の
く
ら
い
に
な
る
の
か
、

モ
デ
ル
地
区
を
選
定
し
て
検
討
を

行
っ
て
い
く
。

■
質
疑
応
答

問
住
宅
地
周
辺
が
道
路
に
囲
わ
れ

て
い
な
い
と
事
業
実
施
で
き
な
い

の
か
。
ま
た
、
道
路
だ
け
の
事
業

化
は
あ
る
の
か
。

答
周
辺
が
全
て
道
路
に
囲
わ
れ
て

い
な
く
て
も
可
能
で
す
が
、
道
路

な
ど
の
公
共
施
設
と
宅
地
を
一
体

的
に
液
状
化
対
策
し
て
い
く
こ
と

が
事
業
の
要
件
に
な
っ
て
い
ま
す
。

問
事
業
は
平
成
26
年
度
か
ら
実
施

す
る
の
か
。

答
関
係
住
民
の
同
意
も
事
業
の
要

　

復
興
交
付
金
の
追
加
交
付
が
決

定
し
、
液
状
化
対
策
検
討
の
た
め

の
地
質
調
査
を
追
加
で
行
う
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
実
施
す
る
地
区
に

は
別
途
回
覧
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

追
加
し
た
地
質
調
査
の
結
果
を

含
め
て
検
討
す
る
た
め
、
次
回
の

市
民
説
明
会
は
6
月
ご
ろ
の
開
催

を
予
定
し
て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

都
市
整
備
課 

☎
(50)
1
2
3
2

地
質
調
査
を
追
加
で
実
施

　

市
で
は
、
3
月
15
日
に
、
旧

山
田
町
が
姉
妹
都
市
協
定
を
結

ん
で
い
た
岩
手
県
山
田
町
と
、

災
害
時
相
互
応
援
協
定
を
締
結

岩
手
県
山
田
町
と
災
害
時
相
互

応
援
協
定
を
締
結

　

市
で
は
、5
月
7
日
㈫
か
ら
、

市
民
課
・
税
務
課
の
各
種
証
明

書
が
1
つ
の
窓
口
で
発
行
で
き

る
総
合
窓
口
を
オ
ー
プ
ン
し
ま

す
。

　

1
階
フ
ロ
ア
全
体
を
利
便
性

や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
配
慮
し
た

空
間
に
す
る
た
め
、
窓
口
カ
ウ

ン
タ
ー
や
案
内
表
示
の
整
備
を

行
い
、
市
民
課
と
税
務
課
の
配

置
を
変
更
し
ま
す
。

発
行
で
き
る
証
明
書

　

戸
籍
、
住
民
票
、
印
鑑
登
録

証
明
書
、
住
民
基
本
台
帳
カ
ー

ド
、
所
得
証
明
書
、
市
県
民
税

課
税
（
非
課
税
）
証
明
書
、
納

税
証
明
書
、
固
定
資
産
評
価
額

証
明
書
、
固
定
資
産
公
課
証
明

書
、
固
定
資
産
課
税
台
帳
記
載

事
項
証
明
書
、
軽
自
動
車
税
納

税
証
明
書
（
継
続
検
査
用
）、

法
人
所
在
証
明
（
普
通
車
用
）、

法
人
所
在
証
明（
軽
自
動
車
用
）

な
ど

※
レ
イ
ア
ウ
ト
な
ど
の
詳
細
は

本
紙
5
月
1
日
号
で
お
知
ら
せ

し
ま
す

問
い
合
わ
せ

企
画
政
策
課

☎
(50)
1
2
0
6

総
合
窓
口
が
オ
ー
プ
ン

　平成24年12月に黒部川で発生したボート沈没事
故の反省と教訓から、千葉県ボート協会（会長：香
取市長　宇井成一）は、日本ボート協会、および千
葉県教育委員会の指導、協力を得て「黒部川水域の
安全マニュアル」の実践的な検討を進めてきました。
　この度、3月13日の検討会で最終協議を行い、マ
ニュアルを決定しました。
　今後、協会はボートなどの練習や競技で黒部川を
利用する人に対して、マニュアルの説明を行い、そ
の遵守と安全対策の実施を要請するとともに、広く
周知するとしています。
　皆さんも利用する際は、マニュアルを確認ください。
■マニュアルの主な内容
・活動する団体などには、必ず安全担当者を置くこ
と
・最新の気象状況を確認し、出艇の可否を慎重に決
定すること
・寒冷な時期には、モーターボートの伴走をつける
こと
※その他、危険箇所などを明示した地図の添付や、
鹿島工業地帯の煙突の煙、筑波山の見え方による風
の状況判断を行うことなど、地域特性に配慮してい
ることが特徴
問い合わせ
千葉県ボート協会事務局（小見川スポーツ・コミュ
ニティセンター内）　☎(83)0101

し
ま
し
た
。

　

こ
の
協
定
に

よ
り
、
甚
大
な

被
害
を
受
け
た

岩
手
県
山
田
町

へ
市
か
ら
応
援

職
員
を
派
遣
し
、

復
興
事
業
の
支

援
を
行
い
ま
す
。

　

締
結
式
は
市

役
所
で
行
わ
れ
、

宇
井
市
長
と
佐

藤
信
逸
町
長
が

協
定
の
締
結
を
し
ま
し
た
。

問
い
合
わ
せ

総
務
課 

☎
(50)
1
2
0
1

証
明
書
が
1
つ
の
窓
口
で

 

発
行
で
き
ま
す

▲協定を締結し固い握手を交わす宇井市長（左）
と佐藤信

しんいつ
逸山田町長（右）

黒部川のボート安全
 マニュアルが整備されました

二度と事故を起こさないために

▲小見川スポーツ・コミュニティセンターで行われた小見川
ボート場事故防止検討会

施
設
と
隣
接
宅
地
の
一
体
的
な
液

状
化
対
策
を
検
討
し
て
い
ま
す
。

　

2
月
23
日
に
第
2
回
目
の
説
明

件
で
あ
る
た
め
、
事
業
計
画
案
を

平
成
25
年
10
月
ま
で
に
作
成
し
、

合
意
形
成
の
支
援
に
努
め
ま
す

が
、
復
興
交
付
金
を
活
用
す
る
に

は
、
平
成
27
年
度
ま
で
に
工
事
に

着
手
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

今
回
の
説
明
会
の
資
料
は
、
都

市
整
備
課
で
閲
覧
で
き
る
ほ
か
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い

ま
す
。

液状化対策検討委員によるボーリング現場の視察（下川岸地区）液状化対策検討委員によるボーリング現場の視察（下川岸地区）

お
知
ら
せ
し
ま
す
の
検
討
内
容
を

平成25年4月15日行政情報3 広報かとり


